
■下の二次元コードをタブレットで読み込んでください。

（小学校４～６年生）

令和７年〇月　和光市長　柴﨑　光子（しばさき　みつこ）

【回答にあたっての注意】

■あなたのことについて、ありのままの気持ちを答えてください。

■それぞれの質問の中で、あてはまるものを選んでください。

■名前は書かないでください。

■質問の中で、答えたくない質問がある場合には、答える必要はありません。

こどもの権利に関するアンケート調査（案）

【調査へのご協力のお願い】

　このアンケート調査は、和光市をこどもにやさしいまちにしていくことを目指し、
こどものみなさんに聞くものです。

　この調査は、だれが答えたのかがわかることはありません。また、学校の先生やお
うちの人に伝えたりすることはありません。

　みなさんから回答していただいた内容は、和光市こどもの権利条例をつくるために
生かしていきます。ご協力をお願いいたします。

資料５－２



Ｑ１ あなたが通う 学校を教えてください。
白子小学校
新倉小学校
第三小学校
第四小学校
第五小学校
広沢小学校
北原小学校
本町小学校
下新倉小学校
そのほか（       ）

Ｑ２ あなたの学年を教えてください。
小学４年生
小学５年生
小学６年生

Ｑ３ あなたの性別を おしえてください。
男子
女子
そのほか
答えたくない

Ｑ４ あなたが放課後行っている場所を教えてください。（複数選択可）
学童クラブ
わこうっこクラブ
児童館・児童センター
上の３つは利用していない

和光市こどもの権利に関するアンケート調査項目（小４～小６）（案）
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Ｑ５ あなたと一緒にくらしている人をすべて教えてください。（複数選択可）
お母さん
お父さん
妹
弟
お姉さん
お兄さん
おばあさん
おじいさん
そのほかのこども
そのほかのおとな

Ｑ６ あなたはまわりのおとなに自分の話を聞いてもらえていますか。
あてはまるものをおしえてください。（ひとつだけ）
聞いてもらえている
どちらかといえば聞いてもらえている
どちらかといえば聞いてもえていない
聞いてもらえていない

Ｑ７ あなたはまわりの人の意見や気持ちを大事にしていますか。
あてはまるものを教えてください。（ひとつだけ）
大事にしている
やや大事にしている
あまり大事にしていない
大事にしていない

Ｑ８ あなたは、自分のことが好きですか
あてはまるものを教えてください。（ひとつだけ）
好き
まあまあ好き
あまり好きではない
嫌い
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Ｑ９

あてはまるものを教えてください。（ひとつだけ）
内容を知っている
言葉は聞いたことがある
知らない

Ｑ10

他の人とちがっても、悪く言われたり、仲間はずれにされたりしないこと
自分の意見を自由に言えて、聴いてもらえること
おとなは、こどもにとって一番よいことは何かを考えてくれること
命が守られ、成長できること
ほっとできる場所があること
おとなからたたかれたり、ひどいことを言われたりしないこと
ありのままの自分を認めてもらい、応援され、がんばれること。
元気でいるために、病気のときはおいしゃさんにみてもらえること
遊んだり、勉強したり、休んだりすること
友達をつくったり、みんなで集まったりすること
スポーツや、音楽や絵などのげいじゅつを楽しむこと
地域の中で安心して、安全に生活できること
知られたくないことは、知られないようにすること
間違えても、もう一度チャレンジできること
こまったり、なやんでいるときは、相談できること。
その他（     ）
このなかに当てはまるものはない

「こどもの権利」とは、こどものみなさんが安心して生活できること、自信をもって生きていくこと、自
由に意見を行ったり活動したりすることができることなど、自分らしく健康に生きる上で大切なもので
す。あなたはこうした「こどもの権利について、知っていますか？

こどもの権利には、次のようなものがあります。全て大切な権利ですが、あなたが 和光市において、特に
大切にしてほしいと思うものを ３つ教えてください。（３つ選択）
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Ｑ11 あなたやあなたの周りで、守られていないことがあると思うこどもの権利を選んでください。
あてはまるものをすべて教えてください。
他の人とちがっても、悪く言われたり、仲間はずれにされたりしないこと
自分の意見を自由に言えて、聴いてもらえること
おとなは、こどもにとって一番よいことは何かを考えてくれること
命が守られ、成長できること
ほっとできる場所があること
おとなからたたかれたり、ひどいことを言われたりしないこと
ありのままの自分を認めてもらい、応援され、がんばれること。
元気でいるために、病気のときはおいしゃさんにみてもらえること
遊んだり、勉強したり、休んだりすること
友達をつくったり、みんなで集まったりすること
スポーツや、音楽や絵などのげいじゅつを楽しむこと
地域の中で安心して、安全に生活できること
知られたくないことは、知られないようにすること
間違えても、もう一度チャレンジできること
こまったり、なやんでいるときは、相談できること。
その他（     ）
このなかに当てはまるものはない

Ｑ12

こどもの権利について、思ったことや伝えたいことがあれば、自由にご記入ください。
※和光市では、（仮称）和光市こどもの権利条例制定に向けて、みなさんの意見を反映していきます。

Q13 あなたは和光市が好きですか。
あてはまるものを教えてください。（ひとつだけ）
好き
まあまあ好き
あまり好きではない
嫌い

「こどもの権利」とは、こどものみなさんが安心して生活できること、自信をもって生きていくこと、自
由に意見を行ったり活動したりすることができることなど、自分らしく健康に生きる上で大切なもので
す。
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